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本日のスケジュール本日のスケジュ ル
時間 内容

18:30~18:35 開会挨拶

18：35~18:55 2013年禁止表国際基準の改定について

18:55~19:10 治療目的使用に係る除外措置の申請状況及び注意
点について

19:10~20:05

国内におけるドーピング防止活動について
1)JADAと競技団体とのコラボレーション
2)世界ド ピング防止規程及び国際基準の改訂2)世界ドーピング防止規程及び国際基準の改訂
3)血液検査の現状報告と今後

20:05~20:15 スポ ツ仲裁について20:05~20:15 スポーツ仲裁について

20:15～20:30 質疑応答



禁止表国際基準の改定について禁止表国際基準の改定について

山澤文裕山澤文裕



2013年禁止表国際基準
20 3年 月 日発効2013年1月1日発効

世界ドーピング防止規程の4.2.2条に従い、
すべての禁止物質は「特定物質」としてすべての禁止物質は「特定物質」として

扱われる。

但し、S1、S2、S4.4、S4.5、S6.a. および禁止

方法M1、M2、M3は除く。方法 、 、 は除く。



常に禁止される物質と方法常に禁止される物質と方法
（競技会（時）及び競技会外）

禁止物質 禁止方法禁止物質 禁止方法
S0. 無承認物質 M1. 血液および血液成分の操作

S1 蛋白同化薬 M2 化学的および物理的操作S1. 蛋白同化薬 M2. 化学的および物理的操作

S2. ペプチドホルモン、 M3. 遺伝子ドーピング

成長因子および関連物質成長因子および関連物質

S3. ベータ2作用薬

S4. ホルモン調節薬および代謝調節薬ホル ン調節薬および代謝調節薬

S5. 利尿薬および他の隠蔽薬



競技会(時)に禁止される物質と方法競技会(時)に禁止される物質と方法

S0 – S5 およびM1 ‐M3に加えて競技会（時）において禁止される

禁止物質
S6 興奮薬S6. 興奮薬

a. 非特定物質の興奮薬（全物質を明示）

b.特定物質の興奮薬（例示）b. 特定物質の興奮薬（例示）

S7. 麻薬

S8. カンナビノイド

S9. 糖質コルチコイド



特定競技において禁止される物質特定競技において禁止される物質

P1.  アルコール

競技会（時）に限って禁止される競技会（時）に限って禁止される。

ドーピング違反が成立する閾値（血液濃度） 0.10 g/L
P2. ベータ遮断薬P2.  ベ タ遮断薬

競技会（時）に限って禁止される。

アーチェリー、射撃は競技会外においても禁止。ア チ リ 、射撃 競技会外 お も禁 。



年禁止方法2013年禁止方法

血液および血液成分の操作M1.血液および血液成分の操作

下記の事項が禁止される。

1 自己血 同種血 異種血又はすべての赤血球製剤を1． 自己血、同種血、異種血又はすべての赤血球製剤を
いかなる量でも循環系へ投与するあるいは再び戻すこと。

2． 酸素摂取や酸素運搬，酸素供給を人為的に促進する酸素摂取 酸素運搬，酸素供給を 為 促進する
こと［過フルオロ化合物、エファプロキシラール（RSR13)、修
飾ヘモグロビン製剤（ヘモグロビンを基にした血液代替物
質 ヘモグロビンのマイクロカプセル製剤等）が含まれる質、ヘモグロビンのマイクロカプセル製剤等）が含まれる
が、これらに限定するものではない］。但し、酸素自体の補
給は除く。

3． 血液あるいは血液成分を物理的あるいは化学的手段
を用いて血管内操作すること。



年禁止方法2013年禁止方法

学 び物 操M2.化学的および物理的操作

下記の事項が禁止される。

ド ピング ント で採取された検体の完全性及1． ドーピングコントロールで採取された検体の完全性及

び有効性を変化させるために改ざん又は改ざんしようとす
ることは禁止される これらには尿のすり替え 尿の改質ることは禁止される。これらには尿のすり替え，尿の改質
（蛋白分解酵素等）などが含まれるが、これらに限定するも
のではない。

2． 静脈内注入および/または6 時間あたりで50mL を超え

る静脈注射は禁止される。但し、医療機関の受診過程、ま
た臨床的検査において正当に受ける静脈内注入は除く。



2013年禁止表 主要な変更の要約2013年禁止表 主要な変更の要約

S0.無承認物質S0.無承認物質

動物用製剤はヒトへの使用が承認されていない物質のみを指す

S1. 蛋白同化薬

大きな変更なし大きな変更なし

S2.ペプチドホルモン、成長因子および関連物質

インスリン類は、作用機序に基づき、S4.5 a （代謝調節薬）に移動イン リン類は、作用機序 基 き、 （代謝調節薬） 移動

その他の抗糖尿病薬は、エキセナチド、リラグルチドを含めて禁止

されない（GLP‐1受容体作動薬）。

血小板由来製剤は成長因子を含んでいるが 競技能力向上に血小板由来製剤は成長因子を含んでいるが、競技能力向上に

ついてエビデンスが欠けているため削除。しかし、個々の成長因子に

関しては、S2.5 に記載されているように精製物質として個別に投与

される場合は禁止される。

血小板由来製剤の静脈内使用は、M.2 に基づき禁止される。



2013年禁止表 主要な変更の要約2013年禁止表 主要な変更の要約

S3.ベータ2作用薬S3. タ2作用薬

ホルモテロールの許可される投与量（吸入）は、24時間で54μgに
増量された。それに伴い、尿中ホルモテロール閾値が40 ng/ml に
増加した増加した。

注意：吸入器のホルモテロール含量の記載の違い注意 吸入器 ホル テ ル含量 記載 違

日本での表記は投与量であるので、1吸入9μgと表示されていれば、

9 の吸入量が放出される よ て 日本の製剤は 1吸入4 5 の9μgの吸入量が放出される。よって、日本の製剤は、1吸入4.5μgの
ものは24時間で最大12吸入まで、1吸入9μgのものは最大6吸入まで

使用可能である。

例： 1吸入4.5μgのもの シムビコート

1吸入9μgのもの オーキシス



喘息治療薬喘息治療薬

吸入ステロイド単体は禁止されない。

ベクロメタゾン(BDP)、フルチカゾン(FP)、ブデソニド(BUD)、
ク ド タゾシクレソニド(CIC)、モメタゾン(MF)

長時間作用型吸入β２作用薬LABA との配合薬長時間作用型吸入β２作用薬LABA との配合薬

アドエア FP + サルメテロール(SM) 
シムビコート BUD + ホルモテロール(FM)( )

LABAホルモテロール吸入製剤（オーキシス）は使用可能。

LABAインダカテロール吸入製剤（オンブレス）は使用できないLABAインダカテロール吸入製剤（オンブレス）は使用できない。



サルブタモ ル ホルモテロ ル サルメテサルブタモール、ホルモテロール、サルメテ
ロール以外の吸入ベータ２作用薬について

• ＴＵＥ申請書に必要な医療記録を添付して、診断が確認で
きれば ＴＵＥが認められるきれば、ＴＵＥが認められる。

• 遡及的ＴＵＥ申請は、緊急時以外は認められない。

作 薬 経 使 貼 使• ベータ２作用薬の経口使用や貼付使用の承認には、吸入
使用で治療できない客観的医学的理由が必要。



2013年禁止表 主要な変更の要約2013年禁止表 主要な変更の要約

S4 ホルモン調節薬および代謝調節薬S4. ホルモン調節薬および代謝調節薬

インスリン類は、S.4.5a  （代謝調節薬）へ移動

S5.  利尿薬と他の隠蔽薬

利尿薬もしくは隠蔽薬が存在する時に、閾値水準が設定されて

いる外因性物質が閾値水準以下で検出された場合の取り扱いでいる外因性物質が閾値水準以下で検出された場合の取り扱いで、

モルヒネは禁止表で閾値が設定されている物質ではないので、

最後の段落から削除。最後の段落から削除。

モルヒネの競技会（時）の使用においては、TUEが常に必要。



S5 利尿薬および他の隠蔽薬S5. 利尿薬および他の隠蔽薬
S５ の物質と併用して 下記の物質をどんな用量であってもS５．の物質と併用して、下記の物質をどんな用量であっても
使用する場合には、それぞれの状況に応じてTUEが必要である。

物質名 競技会 競技会外物質名 競技会 競技会外

ホルモテロール TUE 必要 TUE   必要

サルブタモール TUE 必要 TUE   必要

モルヒネ TUE 必要 TUE 不要

カチン TUE 必要 TUE 不要

エフェドリン TUE 必要 TUE 不要

メチルエフェドリン TUE 必要 TUE 不要

プソイドエフェドリン TUE 必要 TUE 不要



利尿薬 注意利尿薬についての注意

ARBと利尿薬の合剤が複数市販されている。ARBと利尿薬の合剤が複数市販されている。

平成22年度はプレミネント、ミコンビ使用による

ド ピング防止規則違反を認めたドーピング防止規則違反を認めた。

医師による「うっかり処方」の注意が必要である。



年禁止表 主要な変更の要約2013年禁止表 主要な変更の要約

血液 び血液成 操M1.血液および血液成分の操作

このセクションの標題と本文を変更し すべての血液および血液このセクションの標題と本文を変更し、すべての血液および血液

成分の操作を包含した。その結果として、M2. 3 を削除し、改定

した本カテゴリーに含めた。



年禁止表 主要な変更の要約2013年禁止表 主要な変更の要約

学 び物 操M2.化学的および物理的操作

M2 3 は削除し M1に含めたM2.3  は削除し、M1 に含めた。



年監視プ グラム2013年監視プログラム
主要な変更の要約と注釈

乱用の潜在的な傾向を検出するため、以下の

物質が追加された

競技会（時）：タペンタドール



禁止表に関するツール禁止表に関するツ ル

 WADA禁⽌表 WADA禁⽌表
（⽇本語版）

 モバイルサイト
 スマートフォンアプリ

クリック!!



禁止表に関するツール

WADA禁止表（日本語版）

禁止表に関するツ ル

モバイルサイト スマートフォンアプリ
(iPhone)





治療目的使用に係る除外措置の申請治療目的使用に係る除外措置の申請
状況及び注意点について

赤間高雄



JADAのTUE申請審査JADAのTUE申請審査
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整形外科
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障害者スポーツ

精神科

内科

内科 精神科内科

内科



TUE付与の基準（TUE国際基準）
1 禁止物質又は禁止方法を治療として用いなかった場合に 当1. 禁止物質又は禁止方法を治療として用いなかった場合に、当

該競技者の健康状態が深刻な障害を受けること。

2 当該禁止物質又は禁止方法を治療目的で使用することによ2. 当該禁止物質又は禁止方法を治療目的で使用することによ
り、正当な病状治療の後に通常の健康状態に回復することか
ら予想される競技能力の向上以外に、追加的な競技能力の
向上が生じないこと向上が生じないこと。

3. 当該禁止物質又は禁止方法を使用する以外に、合理的な治
療法が存在しないこと療法が存在しないこと。

4. 当該禁止物質又は禁止方法を使用する必要性が、使用当時
に禁止されていた物質又は方法を、TUEが無いにもかかわらに禁止されていた物質又は方法を、TUEが無いにもかかわら
ず以前に使用したことの結果として生じたものではないこと。



糖質コルチコイドの局所注射の取り扱い糖質コルチコイドの局所注射の取り扱い

競技会参加時 体内 残存する状況 注射• 競技会参加時に体内に残存する状況で注射
する場合は、医療記録（カルテ、様式任意）を
保管する保管する。

• ドーピング検査で糖質コルチコイドが検出さド ピング検査で糖質 ルチ イドが検出さ
れた場合は、JADAが競技者に使用状況を問
い合わせるので、上記の医療記録のコピーをい合わせるので、上記の医療記録のコピ を
提出し、局所使用であることを証明する。

• JADAが局所使用を確認して 競技者は違反• JADAが局所使用を確認して、競技者は違反
なしと判断される。



競技会（時）のみの禁止物質の取り扱い競技会（時）のみの禁止物質の取り扱い

競技会参加時に体内に残存している場合に
は、TUEが必要。

競技会参加時に体内に残存していない場合
には TUEは不要には、TUEは不要。

具体例）

糖質コルチコイドの 時的な使用• 糖質コルチコイドの一時的な使用

• 全身麻酔でフェンタニルを使用



http://www.playtruejapan.org/tue_flow.php







複数の物質を含む配合剤名や漢方の方剤名でなく、物質名を記載する。



漢方薬のTUE申請について漢方薬のTUE申請に いて
現在のドーピング防止規則は、漢方薬には対応していない。

• ド ピングとして禁止される「物質」と「方法」は WADA規程禁止表国際基準で定められている• ドーピングとして禁止される「物質」と「方法」は、WADA規程禁止表国際基準で定められている。
• 治療薬に対するTUEは、その競技者の病状に対して、その「禁止物質」を使用することが、WADA

規程TUE国際基準の4.1a.～d.（付与の基準）に該当するかを審査する。
⇒すなわち、TUE申請は「禁止物質」名を申請して、「物質」を審査し承認する制度。

 複数の物質の配合された配合薬は、成分の「物質」ごとに審査を行う。

 漢方薬は、様々な「物質」の混合物であり、生薬には主成分の「物質」以外にも様々な「物質」が含
まれる可能性がある。

例えば、

（１）「禁止物質」を含むことが知られている麻黄を成分に含む小青竜湯をアレルギー性鼻炎の治療目
的で使用したい場合。

 麻黄に含まれる「禁止物質」「エフ ドリン」をTUE申請すれば 「エフ ドリン」についての審査を 麻黄に含まれる「禁止物質」「エフェドリン」をTUE申請すれば、「エフェドリン」についての審査を
行うことになる。 しかし、アレルギー性鼻炎の治療は「エフェドリン」以外の禁止されてない物質で
治療可能なので、 WADA規程TUE国際基準の4.1c.に該当しないため、承認されない。

 一般的に漢方薬を使用しなくても疾患の治療は可能。

（２）禁止物質を含むか否か、はっきりしない漢方方剤を治療目的で使用したい場合。
 含有する「禁止物質」を特定しないかぎりは、TUE申請ができない。





国内におけるド ピング防止活動について国内におけるドーピング防止活動について

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構公益財団法人日本アンチ・ド ピング機構



JADAと競技団体との競技団体
コラボレーション



アンチ・ドーピング活動
～NEXT STAGEへ～～NEXT STAGEへ～

RTPAへの働きかけRTPAへの働きかけ



居場所情報義務違反居場所情報義務違反

未提出・提出内容の不備 検査未了
(居場所情報不備等による)

居場所情報義務違反居場所情報義務違反 ×３×３

(居場所情報不備等による)

居場所情報義務違反居場所情報義務違反 ×３×３

ド ピング防止規則違反ド ピング防止規則違反ドーピング防止規則違反ドーピング防止規則違反



居場所情報義務違反による
ドーピング防止規則違反



IFとの情報の共有について情報 共有

居場所情報は 国際競技団体(IF)とJADAと 間－居場所情報は、国際競技団体(IF)とJADAとの間で
情報共有
IFのRTPAが更新された場合には JADAま 必ず連－IFのRTPAが更新された場合には、JADAまで必ず連
絡をください

1回目 2回目 3回目

JADAJADA JADAJADA

1回目 2回目 3回目

IFIF



検査未了ケース①検査未了ケ ス①
：60分の時間枠

9:00 10:00 12:00 15:00 18:00

：練習予定

9:00 10:00

TrainingTraining

12:00 15:00 18:00

治療のために練習休む
（ 場所情報 新 ）

DCODCO
（居場所情報更新 × ）



検査未了ケース②
：60分の時間枠

検査未了ケ ス②

15:00 16:00

：練習予定

18:00

TrainingTraining

不在 検査実施

DCODCO 60分の時間枠内は不在
→時間枠経過後に対象者が現れ、検査実施



検査未了ケース③

60分の時間枠

検査未了ケ ス③

6:00 7:00

：60分の時間枠

6:00 7:00

HomeHome

呼鈴をならすも
（10分おき）

DCODCO

（10分おき）
応答がない



検査未了ケース③

『検査に関する国際基準 』11.4.1条

検査対象者登録リスト上の競技者は、関連する四半期
におけるいかなる日であっても 当該競技者の居場所におけるいかなる日であっても、当該競技者の居場所
情報提出における当該日の指定された 60 分の時間
枠において かつ 当該競技者が当該居場所情報提出枠において、かつ、当該競技者が当該居場所情報提出
において当該時間枠について指定した居場所におい
て、確実に検査に出頭し、かつ応じなければならない。て、確実に検査に出頭し、かつ応じなければならない。



RTPAの居場所情報義務違反の現状RTPAの居場所情報義務違反の現状

 居場所情報未提出

13名（2012年12月13日現在）

 検査未了
116名（2012年12月13日現在）

 居場所情報義務違反×2 のRTPA
5名（2012年12月13日現在）



JADAからRTPAへの働きかけ

新規RTP登録時に、電話による「確認書」の内容確認

JADAからRTPA の働きかけ

新規RTP登録時に、電話による「確認書」の内容確認
 新規登録時の通知時に居場所情報提出に関する規則の確認書を送付し、

JADA職員が、電話で内容を解説

 居場所情報提出期限に関するリマインド
提出期限前に競技者へのメーリングリストを通じたリマインド
 期限直前に 電話による直接リマインド 期限直前に、電話による直接リマインド

 RTPAへの定期的な情報発信（メーリングリスト）
ADAMS内のRTPAプロフィール欄に登録されているEmailアドレスへ、

毎週居場所情報提出に関する情報提供
居場所情報提供の意識付け

居場所情報義務違反RTPAに対する確認書の再提出
居場所情報義務違反となったRTPAに対し 改めて電話でJADA職員が居場所情報義務違反となったRTPAに対し、改めて電話でJADA職員が

「確認書」の内容を解説



本書類の内容について JADA 担当者より説明をいたします。（20 分程度お時間をいただきます）

記入前にお手元に本書類をご準備の上、以下の電話番号へ必ずご連絡くださいますよう、お願い

いたします。 
電話番号：03-3907-3745    担当：JADA 教育・情報グループ 
 

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構 宛 

 

競技者の居場所情報提出に関する確認書 
 

◎各項目を確認し□にチェックの記入をお願いします。 

□ ①私は、日本アンチ・ドーピング機構（JADA）の検査対象者登録リスト（Registered Testing Pool、  居場所情報提出に g g

RTP）に登録されている競技者であることを理解しました。また、RTP から除外されるまでは、  

居場所情報を提出する義務があることを理解しました。 

□ ②私は、「JADA 検査対象者登録リスト居場所情報管理細則」に定められている四半期毎の提出 

期限を守り居場所情報を提出しなければならないことを理解しました。 

□ ③私は 四半期における全ての日において 検査に対応可能な 60 分の時間枠及び場所を

居場所情報提出に
関する「確認書」

□ ③私は、四半期における全ての日において、検査に対応可能な 60 分の時間枠及び場所を、

AM6:00～PM23:00 の間に指定しなければならないことを理解しました。 

□ ④私は、居場所情報を常に最新の情報に変更、更新しなければならないことを理解しました。 

□ ⑤私は、居場所情報提出に関して『居場所情報未提出』と『検査未了』という 2 つの『居場所情

報義務違反』があることを確認しました。 

⑥ 前述 『 情 義務違 』 数 内 合 度 だ

 新規登録時に提出

 居場所情報義務違反 □ ⑥私は、前述の『居場所情報義務違反』の回数が 18 ヶ月以内の期間に合わせて 3 度に及んだ

場合には、ドーピング防止規則違反が成立することを理解しました。 

□ ⑦私は、ドーピング防止規則違反が発生した場合、私自身が制裁措置を受けることになることを

理解しました。 

□ ⑧私は、JADA が実施する検査要求に従わなければならないことを理解しました。また、検査が、

 居場所情報義務違反
後、再提出

関係する規定に準拠し実施されること、及び、競技会外検査は原則として事前通告無しで実施さ

れることを理解しました。 

 

上記の内容、並びに、「世界ドーピング防止規程（WADA 規程）」、「日本ドーピング防止規程

（JADA 規程）」及び「検査に関する国際基準（IST）」の各条項を確認し、理解しました。 

※この確認書の内容は関連条項を要約したものです。詳細については必ず原文をご確認ください。 

 関連条項の番号については同封の「お知らせ」をご参照ください。 

 

平成   年   月   日 

競技者 住所：競技者 住所：

氏名： 

＜競技者が未成年の場合＞ 

保護者 住所： 

氏名： 



居場所情報提出期限に対するリマインド居場所情報提出期限に対するリマインド

 RTPAは以下の各四半期提出期限までに、居場所情報を確実に
提出しなければならない
【提出期限】【提出期限】
第１四半期（4〜6月分） 3月30日
第２四半期（7〜9月分） 6月30日
第 半期（ 0 2月分）9月30第３四半期（10〜12月分）9月30日
第４四半期（1〜3月分） 12月31日

★ 12月31日が、第４四半期の提出期限となっています。

規程 より 別途提出期限が定められ る競技種 も有り※IFの規程により、別途提出期限が定められている競技種目も有り



居場所情報提出期限に対するリマインド

提出期限 提出期限 提出期限

居場所情報提出期限に対するリマインド

提出期限
3週間前

提出期限
1〜2週間前

提出期限
5営業⽇前 最終提出期限

○⽉末⽇24〜26⽇10〜20⽇4〜5⽇ ○⽉末⽇24 26⽇10 20⽇4 5⽇

①RTPへの通知 ②・JADAからRTPAへ ③・JADAからRTPAへ①RTPへの通知 ② JADAからRTPA
連絡（ML、メール）

・NFへの状況報告

③
連絡（電話）

・NFへの状況報告

◎居場所情報提出に関する指導を お願い致します◎居場所情報提出に関する指導を、お願い致します



RTPAへの定期的な情報発信
（メ リングリスト）（メーリングリスト）

○検査未了の際に、9割が「更新を忘れていた」と回答

○検査未了後 確認書の内容を電話再確認する際にも○検査未了後、確認書の内容を電話再確認する際にも、
ルールについては理解をしている

RTPAの居場所情報更新に関する意識を⾼める必要がある

⇒JADAからメールによる定期的（毎週）な
注意喚起・情報発信



アンチ・ドーピング活動
～NEXT STAGEへ～～NEXT STAGEへ～

合宿情報の取り扱い合宿情報の取り扱い



居場所情報としての、
日本代表チーム合宿情報の取り扱い日本代表チーム合宿情報の取り扱い

これまでの目的：
1)日本ドーピング防止規程に基づき、日本代表として競技す

る競技者の居場所情報を収集し、円滑且つ効果的なドーピ
ング検査を実施するためング検査を実施するため。

2)可能な限り、RTPA以外の競技者に負担をかけずに、検査
実施の機会を確保するため実施の機会を確保するため。

居場所情報としての日本代表チーム合宿情報の取り扱いにつ
いて 混乱が生じていたため制度の見直しを行い 来年度よりいて、混乱が生じていたため制度の見直しを行い、来年度より
居場所情報として収集することを廃止予定



教育啓発活動のための
日本代表チーム合宿情報の取り扱い日本代表チーム合宿情報の取り扱い

★加盟団体とのより強い連携を⽬指して★加盟団体とのより強い連携を⽬指して

今後の活用今後の活用
日本代表チームを始め、その他対象者への教育啓発
プログラムの提供機会及び対象群の検討

JADAへ提出する合宿情報
ケジ と合宿会場に 情報（ 半期分）スケジュールと合宿会場についての情報（四半期分）

※詳細については JADA教育・情報グループ担当者より個別に※詳細については、JADA教育・情報グループ担当者より個別に
連絡させて頂きます。



アンチ・ドーピング活動
～NEXT STAGEへ～～NEXT STAGEへ～

NFとのより強い連携をり強 連携を
目指して



NFとのより強い連携を⽬指して

○NFとJADAとの連携による教育啓発活動の内容充実と○NFとJADAとの連携による教育啓発活動の内容充実と
機会拡大

○検査対象となる可能性がある競技者への情報提供検査対象 なる可能性 ある競技者 情報提供

★NFごとの効果的・効率的な教育啓発機会の検討
1) ターゲットの明確化

 強化方針等に沿った教育啓発重点対象
 検査対象となる競技者 検査対象となる競技者

2) 方法論、協力者の検討
 ターゲットに合わせた最適なプログラムの構築 タ ゲットに合わせた最適なプログラムの構築
 内容充実、機会拡大のための連携

3) 1)、2)を踏まえ、JADAとNFそれぞれの役割を確認) )、 )を踏まえ、 それぞれの役割を確認
4) 上記を検討のために、JADA担当者の設置



NFとのより強い連携を⽬指して

○ターゲットの明確化○タ ゲットの明確化
 強化方針等に沿った教育啓発重点対象への教育啓発
 検査対象となる競技者への情報提供検査対象 なる競技者 の情報提供

○方法論・協力者の検討
（タ ゲ トに合わせた最適なプログラムの構築）（ターゲットに合わせた最適なプログラムの構築）
 JADAプログラム

研修会 アウトリーチ ガイドブック配付研修会、アウトリ チ、ガイドブック配付、
Real Winnerの活用、プログラム挿入ページ

＋
 各競技団体での対策、プログラム



NFとのより強い連携を⽬指して

○方法論 協力者の検討○方法論、協力者の検討
（内容充実、機会拡大のための連携）
 アウトリーチアウトリ チ
協力アスリートの派遣
NFの運営協力者によるアウトリーチ運営

 研修会
研修会に協力いただける講師の派遣

 ガイドブ ク配付 ガイドブック配付
 Real Winner の活用
大会登録時に修了証の提出大会登録時に修了証の提出
競技者登録時に修了証の提出

アンチ・ドーピングページの挿入アンチ ド ング ジの挿入
プログラムへのページ挿入



アウトリーチ・プログラム
アウトリーチへのアスリート派遣

古⽥悟（バスケットボール） ⽥⼭寛豪（トライアスロン）

武⽥奈也武⽥奈也
（フィギュアスケート）

杉浦正則（アマチュア野球）



アウトリーチ・プログラム
NF運営協⼒者によるアウトリーチ運営

NFの対応
 協⼒者へのプログラム運営に
関わる事前説明実施

 プログラムの開発

 アスリートの派遣
 協⼒者の派遣
NF内 アンチ ド ピング  プログラムの開発

 使⽤する機材、資料の作成
 協⼒者（栄養⼠、補助員等）

NF内でアンチ・ドーピング
活動に携わっている⽅
例）

の調整
 機材、資料等を会場へ発送
 JADA NF連携による実施を前

例）
・現役／元トップアスリート
・アンチ・ドーピング委員会
メンバー  JADA-NF連携による実施を前

提に、⽂部科学省委託事業
として、経費（謝⾦、旅費等)

メンバ
・NF内の研修会等で講師の
経験がある⽅

をJADAが負担



研修会

JADA研修会へのNFによる講師の推薦

研修会

NFの対応

協⼒者への研修会実施に関
わる事前説明 研修会実施

協⼒者の派遣
NF内でアンチ・ドーピング

わる事前説明・研修会実施
スライド、資料の作成
機材、資料等を会場へ発送

活動に携わっている⽅

例） 機材、資料等を会場へ発送
 JADA-NF連携による実施を
前提に、⽂部科学省委託事

例）
・アンチ・ドーピング委員会

メンバー
業として経費（謝⾦、旅費
等)を、JADAが負担

メンバ
・NF内の研修会等で講師の

経験がある⽅



アンチ・ドーピング・ガイドブックアンチ ド ピング ガイドブック



ガイドブックの配布
【目的・意図】

ド ピ グ する規則を 競技者

ガイドブックの配布

アンチ・ドーピングに関する規則を、競技者にとってより
分かりやすく、理解を深めるためのツールとして作成

【内容】
中高生でも分かりやすくするため、漫画を交え作成中高 も分 りやすくするため、漫画を交え作成

平成25年度は「5月末」「12月末」発送予定
それぞれ必要部数希望調査を実施・それぞれ必要部数希望調査を実施
・その他の時期についても必要に応じて対応

国体出場競技者への配付（本大会、冬季大会）

ガイドブックのWEB版とスマートフォンアプリの活用



Real Winnerの活用Real Winnerの活用

1 動画に登場する主人公
に助言しながら ア チ

1 
規則 2 

健康への
被害

9
ロール

デ

に助言しながら、アンチ・
ドーピングに関する事例
を体験 学ぶことができ 被害

3 
検査

8
規則

モデル

体験できる

を体験、学ぶことができ
る、E-Learningシステム

検査

手順

規則

違反

体験できる
9つの

ストーリー
 どこでも学べる

4 
TUE

56

7
禁止表

スト リ
【対象】
アスリート、指導者
学生 教育者 等 5

居場所情
報

6
サプリメン

ト

学生、教育者 等



Real Winnerの活用Real Winnerの活用

Real Winnerの付帯機能

 修了証（PDF）の発行機能
 氏名 メールアドレス 修了したス 氏名、メールアドレス、修了したス

トーリーナンバーの表示

 修了者のレポート機能
 JADAより競技種目ごとに登録

者の修了状況をレポートとして
出力可能出力可能

※上記機能について調整中※上記機能について調整中

ログイン時に⽒名とメールアドレス登録



Real Winnerの活用

 IF  各国NADO等においても採用されている

Real Winnerの活用

 IF, 各国NADO等においても採用されている
 活用事例
 国内での活用参考例国内での活用参考例
1) 大会出場への修了証提出義務化
→ボート、パワーリフティング

2) 競技者登録時の修了証提出義務化
※その他多くの競技団体と現在調整中

 IF導入例 IF導入例
• バレーボール（FIVB）

IF主催大会出場競技者への修了証提出義務化IF主催大会出場競技者への修了証提出義務化
• スケート (ISU) 

IF主催大会出場者に対し修了証提出義務化主催大会出場者に対し修了証提出義務化



Real Winnerの活用Real Winnerの活用

 IF, 各国NADO
等において、推奨等において、推奨



その他のツールその他のツ ル

 WADA禁⽌表 WADA禁⽌表
（⽇本語版）

 モバイルサイト
 スマートフォンアプリ

クリック!!



その他のツール

WADA禁止表（日本語版）

その他のツ ル

モバイルサイト スマートフォンアプリ
(iPhone)



皆様のご理解とご協力に皆様のご理解とご協力に
心より感謝申し上げます。り感謝申 げ す。



『世界ドーピング防止規程』・国際基準の改訂『世界ド ピング防止規程』 国際基準の改訂
World Anti-Doping Code & International Standards

DRAFT 2DRAFT 2
最終コンサルテーションへ



アンチ・ドーピング活動の

 世界ド ピング防止規程 (W ld 

進展

 世界ドーピング防止規程 (World 
Anti-Doping Code)

2015年改訂に向けて－2015年改訂に向けて
 コンサルテーション 3回実施
 Code, 2nd Draft – WADAより公表, り 表

 国際基準の改訂
 Codeに合わせて、コンサルテーション 2回実施
 国際基準, 1st Draft – WADAより公表

• 最終コンサルテーション
• WADA常任理事会・理事会にて報告
• 2013.11 - アンチ・ドーピング世界会議
にて、策定予定



Code Review
Code Review Plan – 世界ドーピング防止規程＆

全ての国際基準

2012

3rd 
Code2012.6月～9月：2回目

C d  コンサルテ シ ン
2nd 国際

基準

Code コンサルテーション
JADA意見取り纏め－提出

W W
2013
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A
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０
１
５

世
（ヨ
ハ
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A
常
任
理

５
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界
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議

ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
）

A
常
任
理

3rd フェーズ
コンサルテーション

理
事
会

施
行

）理
事
会



Code 2nd Draft:
重要なポイント

 Code内の要件として、教育プログラムの重要性の高まり
• “education and prevention” • education and prevention  
• “education” and “information” programs

 4年間の制裁期間の標準化・恒常化
• “aggravating circumstances” – 重要な違反に対すgg g

る4年間制裁の事情を明示



Code ReviewCode Review Plan – 3rdフェーズ & 国際基準

3rd 
フェーズ2012

3rd Code6月～9月：2nd フェーズ
Code コンサルテ シ ン

2nd 国際
基準

Code コンサルテーション
JADA意見取り纏め－提出

W W
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皆様のご理解とご協力に皆様のご理解とご協力に

心より感謝申し上げま心より感謝申し上げま
すす。



血液検体採取について血液検体採取について



血液検査導入の背景血液検査導入の背景



血液検査導入の背景血液検査導入の背景

• ド ピング手法の発達により尿検体では検出• ドーピング手法の発達により尿検体では検出
できない物質の検出のため

• 単発の採血によるドーピング検査だけでなく、
1名の競技者から継続的に検体を採取し、そ名 競技者 ら継続的 検体を採取し、そ

の数値の変動を見る手法（アスリートバイオ
ロジカルパスポート）の導入のためロジカルパスポ ト）の導入のため

血液検査の導入により血液検査の導入により
尿検査がなくなることはない尿検査がなくなる とはな



アスリートバイオロジカルパスポートとは？アスリートバイオロジカルパスポートとは？

• 1名の競技者から継続的に検体を採取• 1名の競技者から継続的に検体を採取

し、その数値の変動からドーピングを見
抜く方法

血液および尿で実施• 血液および尿で実施

• IFとJADAでデータを共有・蓄積IFとJADAでデ タを共有 蓄積

1名の競技者に対し複数回の1名の競技者に対し複数回の
血液検体採取が実施される



現状報告現状報告



日本における血液検体採取の動き

2010年～2011年度 文科省委託事業年 年度 文科省委託事業
血液検体採取に関わる法制度を研究

液検体血液検体採取を可能とする最低限必要
な法解釈/体制が整い、実施となったな法解釈/体制が整い、実施となった

現在も若干の課題が残っていますが、文科省・
厚労省と報告 相談しつつ進めています厚労省と報告・相談しつつ進めています



実施履歴

• 2012年7月 オリンピック出場予定選手に対し、
JISSにおいて競技会外検査を実施JISSにおいて競技会外検査を実施



実施履歴
2012年9月
• ITU（国際トライアスロン連合）のWorld Seriesに• ITU（国際トライアスロン連合）のWorld Seriesに
おいてPre-event OOCTおよびICTの実施

厚労省の指示により、厚労省の指示により、
ドーピング検査室のドーピング検査室の
診療所登録を実施診療所登録を実施診療所登録を実施診療所登録を実施



国際競技連盟の動き国際競技連盟の動き



国際競技連盟の動き国際競技連盟の動き国際競技連盟の動き国際競技連盟の動き

現在、IOCおよびWADAから血液検査促進の方針が
強く打ち出されていることから、IFからのリクエストも強く打ち出されて る とから、 からのリク トも
急激に増えてくることが想定されます。

IFによっては既に血液検査プログラムを実施してい

る団体もあります（陸上、水泳、スケート、スキー、トる団体もあります（陸上、水泳、スケ ト、スキ 、ト
ライアスロン、ラグビー、バイアスロン等）。



今後の予定今後の予定



国際大会への導入について国際大会 の導入について

血液検体採取についてはIFから指示があります。

国際大会開催が予定されている場合は IFに採血国際大会開催が予定されている場合は、IFに採血
実施の有無について確認してください。

採血に備えた予算措置（t t 助成申請）が必要で採血に備えた予算措置（toto助成申請）が必要で
す。

具体的な検査費用は打合せの際に料金表をお持
ちします。



国内大会への導入について国内大会 の導入について

現在はまだ初期段階であることから、段階的な導入
を予定しております。

来年度は、IFが血液検査プログラムを既に実施して

体 象 時 担 デいる団体を主な対象とし、打合せ時に担当コーディ
ネーターよりご相談させていただきます。

打合せの際に検査費用の料金表をお持ちします。

※当面、国体での血液検査導入は予定していませ
んん。



競技会外検査への導入について競技会外検査 の導入について

血液検査プログラムを導入しているIFに 登録血液検査プログラムを導入しているIFに、登録
されている日本人競技者（IFのRTPA）を主な
対象として 日本国内においても血液検査を対象として、日本国内においても血液検査を
実施する予定です。

対象競技者が海外に居る場合でも、JADAか
ら海外機関に依頼し 血液検査を実施する可ら海外機関に依頼し、血液検査を実施する可
能性があります。

※JADA以外のアンチ・ドーピング機関によっても検査が
実施される可能性があります実施される可能性があります



競技会外検査への導入について競技会外検査 の導入について

析結 有分析結果はIFと共有します。

IFとの連携 国内状況等に鑑み 順次IFとの連携、国内状況等に鑑み、順次
対象競技者を拡大していく予定です。



教育啓発について

既に、複数のIFで
血液検査プログラムが導入済血液検査プログラムが導入済

早急な競技者への教育が必要早急な競技者への教育が必要
主に国際大会出場レベルの競技者

競技者のためにも、競技団体関係者の
皆様のサポートお願い致します皆様のサポ トお願い致します。



教育啓発について

血液検査手順等について資料を作成（配布資料）
【配布予定先】【配布予定先】
○JADA RTPA
○IFが血液検査プログラムを実施している競技の○IFが血液検査プログラムを実施している競技の
国際大会に出場する可能性がある競技者
（ジ ニアレベル等も含む）（ジュニアレベル等も含む）

○上記に該当するNFのアンチ・ドーピング委員、
事務局アンチ ド ピング担当事務局員他各NFが事務局アンチ・ドーピング担当事務局員他各NFが
必要と考える競技者支援要員

対象となる競技団体に、上記対象者に配布するため
に必要な部数を後日確認させていただきます。に必要な部数を後日確認させていただきます。



教育啓発について

競技団体アンチ・ドーピング委員等競技団体アンチ ド ピング委員等
への情報提供

来年度のNF連絡会議において、血液検

査プログラムについてのより詳細な採取
手続きに関する情報提供の場を設ける手続きに関する情報提供の場を設ける
予定です。

アンチ・ドーピング委員の先生方にも、競技者に対す
る教育啓発 ご協力をお願 た まする教育啓発へのご協力をお願いいたします。



書式変更について書式変更について



書式変更について書式変更について

採血開始に伴い ドーピン採血開始に伴い、ド ピン
グ検査関連の書式が変更
となります。となります。

導入初期段階のため、採導入初期段階のため、採
血の事前説明書が追加さ
れます（日本独自）。れます（日本独自）。

注意事項等内容を確認し注意事項等内容を確認し
ていただき、競技者から
署名をいただきます。署名をいただきます。



書式変更について
通告書と公式記録書が別々になります。

公式記録書

通告書



書式変更について書式変更について

アスリートバイオロジカルアスリートバイオロジカル
パスポート専用の書式



ご協力を宜しくお願い致しますご協力を宜しくお願い致します。

真のチャンピオンのために
F  h  R l Ch i  JADAFor the Real Champion - JADA


